
広島県水道広域連合企業団管理規程第２号 

広島県水道広域連合企業団建設工事執行規程の一部を改正する規程を次のように定め

る。 

令和８年３月 12 日 

   広島県水道広域連合企業団企業長 横 田 美 香 

広島県水道広域連合企業団建設工事執行規程の一部を改正する規程 

広島県水道広域連合企業団建設工事執行規程（令和５年広島県水道広域連合企業団管

理規程第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（目次） 
第１章・第２章 （略） 
第３章 （略） 
第１節 入札及び落札（第６条―第８条） 
第２節 請負契約（第９条―第11条） 
第３節 請負工事の施工(第12条―第40条) 
第４節 請負工事の検査及び引渡し並びに

支払（第41条―第53条） 
第５節 請負契約の解除及び損害賠償請求

等（第54条―第57条の５） 
第６節 補則（第58条―第63条） 

附則 
 

（趣旨） 
第１条 （略） 
２ （略） 
３ 工事の執行方法に関しては、前項のほか、
広島県水道広域連合企業団契約規程（令和５
年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号
）及び広島県水道広域連合企業団会計規程（
令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程
第11号）の定めるところによる。 

 
（低入札価格調査基準価格） 

第７条の２ 一般競争入札及び指名競争入札に
より工事請負契約を締結しようとする場合に
おいて、地方自治法施行令（昭和22年政令第
16号）第167条の10第１項（同令第167条の13
において準用する場合を含む。）に規定する
当該契約の相手方となるべき者の申込みに係
る価格によっては、企業長は、その者により
当該契約の内容に適合した履行がされないこ
ととなるおそれがあると認めるときの判断を
するための調査を行う基準の価格（以下「調
査基準価格」という。）を定めることができ
る。 

２ 一般競争入札及び指名競争入札により工事

 （目次） 
第１章・第２章 （略） 
第３章 （略） 
第１節 入札及び落札（第６条―第９条） 
第２節 請負契約（第10条―第12条） 
第３節 請負工事の施工(第13条―第43条） 
第４節 請負工事の検査及び引渡し並びに
支払（第44条―第55条） 

第５節 請負契約の解除及び損害賠償請求
等（第56条―第67条） 

第６節 補則（第68条―第73条） 
附則 
 

（趣旨） 
第１条 （略） 
２ （略） 
３ 工事の執行方法に関しては、前項のほか、
広島県水道広域連合企業団契約規程（令和５
年広島県水道広域連合企業団管理規程第９号
）及び広島県水道広域連合企業団会計規程（
令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程
第11条）の定めるところによる。 

 
 （低入札価格調査基準価格） 
第８条 一般競争入札及び指名競争入札により
工事請負契約を締結しようとする場合におい
て、当該契約の相手方となるべき者の申込み
に係る価格によっては、企業長は、その者に
より当該契約の内容に適合した履行がされな
いこととなるおそれがあると認めるときの判
断をするための調査を行う基準の価格（以下
「調査基準価格」という。）を定めることが
できる。 

 
 
 
２ 一般競争入札及び指名競争入札により工事



請負契約を締結しようとする場合において、
地方自治法施行令第167条の10の２第２項（同
令第167条の13において準用する場合を含む。
）に規定する当該契約の相手方となるべき者
の申込みに係る価格によっては、企業長は、
その者により当該契約の内容に適合した履行
がされないこととなるおそれがあると認める
ときの判断をするための調査基準価格を定め
ることができる。 

３ 調査基準価格は、予定価格の３分の２以上
100分の92以下の範囲内でその都度定めるもの
とする。 

 
（最低制限価格） 
第８条 （略） 
 
（契約書） 
第９条 請負契約については、相手方決定の日
から５日（広島県水道広域連合企業団の休日
を定める条例（令和４年広島県水道広域連合
企業団条例第４号）第２条第１項に規定する
企業団の休日を除く。）以内に別記様式第１
号による建設工事請負契約書を作成しなけれ
ばならない。ただし、やむを得ない場合は、
当該期間を延長することができる。 

 
 
 
 
 
２ 前項により、作成した契約書の契約内容を
変更する場合は、別記様式第２号による建設
工事変更請負契約書によるものとする。 

３ （略） 
 
（契約の保証） 
第10条 （略） 
２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄
託に代えて、電子情報処理組織を使用する方
法その他の情報通信の技術を利用する方法（
以下「電磁的方法」という。）であって、当
該履行保証保険契約の相手方が定め、企業長
が認めた措置を講ずることができる。この場
合において、受注者は、当該保険証券を寄託
したものとみなす。 

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証
金額又は保険金額（本項及び第６項において
「保証の額」という。）は、請負代金額の10
分の１以上としなければならない。ただし、
受注者が一般競争入札又は指名競争入札にお
いて調査基準価格を下回る価格で申込みをし
た者であるときは、保証の額は請負代金額の
10分の３以上としなければならない。 

４ 受注者が第１項第３号から第５号までのい
ずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証
は第57条の３第４項各号に規定する者による

請負契約を締結しようとする場合において、
当該契約の相手方となるべき者の申込みに係
る価格によっては、企業長は、その者により
当該契約の内容に適合した履行がされないこ
ととなるおそれがあると認めるときの判断を
するための調査基準価格を定めることができ
る。 

 
 
３ 調査基準価格は、予定価格の３分の２以上
10分の９以下の範囲内でその都度定めるもの
とする。 

 
（最低制限価格） 
第９条 （略） 
 
（契約書） 
第10条 請負契約については、相手方決定の日
から５日以内に別記様式第１号による建設工
事請負契約書を作成しなければならない。 

 
 
 
 
 
２ 前項にかかわらず、請負金額が150万円未満
である指名競争契約又は随意契約をするとき
は、契約書の作成を省略し、請書その他これ
に準じる書面（以下「請書等」という。）を
徴するものとする。 

３ 第１項により、作成した契約書の契約内容
を変更する場合は、別記様式第２号による建
設工事変更請負契約書によるものとする。 

４ （略） 
 
（契約の保証） 
第11条 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金
額又は保険金額（本項及び第５項において「
保証の額」という。）は、請負代金額の10分
の１以上としなければならない。ただし、受
注者が一般競争入札又は指名競争入札におい
て調査基準価格を下回る価格で申込みをした
者であるときは、保証の額は請負代金額の10
分の３以上としなければならない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのい
ずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証
は第65条第４項各号に規定する者による契約



契約の解除の場合についても保証するもので
なければならない。 

５ （略） 
６ 請負代金額の変更があった場合には、保証
の額が変更後の請負代金額の10分の１（第３
項ただし書の適用がある場合は、10分の３）
に達するまで、企業長は、保証の額の増額を
請求することができ、受注者は、保証の額の
減額を請求することができる。 

７ （略） 
 
第11条 （略） 
２ （略） 
３ 第１項により受注者が付す保証は、第57条
の３第４項各号に規定する契約の解除による
場合についても保証するものでなければなら
ない。 

４ （略） 
 
（施工基準） 
第12条 企業長及び受注者は、契約書に基づ
き、設計図書（図面、仕様書、現場説明書及
び現場説明に対する質問回答書をいう。以下
同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、契
約を履行するものとする。 

 

２－６ （略） 
 
（関連工事の調整） 
第13条 （略） 
 
（請負代金内訳書及び工程表） 
第14条 （略） 
 
（権利義務の譲渡等） 
第15条 （略） 
２ 受注者は、工事目的物、工事材料（工場製
品を含む。以下同じ。）のうち第23条第２項
による検査に合格したもの及び第47条第３項
による部分払のための確認を受けたもの並び
に工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又
は抵当権その他の担保の目的に供してはなら
ない。ただし、あらかじめ、企業長の承諾を
得た場合は、この限りでない。 

３－４ （略） 
 
（一括委任又は一括下請負の禁止） 
第16条 （略） 
 
（下請負代金額等の通知） 
第17条 （略） 
 
（下請負人の健康保険等加入義務等） 
第17条の２ （略） 
 
（特許権等の使用） 

の解除の場合についても保証するものでなけ
ればならない。 

４ （略） 
５ 請負代金額の変更があった場合には、保証
の額が変更後の請負代金額の10分の１（第２
項ただし書の適用がある場合は、10分の３）
に達するまで、企業長は、保証の額の増額を
請求することができ、受注者は、保証の額の
減額を請求することができる。 

６ （略） 
 
第12条 （略） 
２ （略） 
３ 第１項により受注者が付す保証は、第65条
第４項各号に規定する契約の解除による場合
についても保証するものでなければならな
い。 

４ （略） 
 
（施工基準） 
第13条 企業長及び受注者は、契約書（請書等
を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（
図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対
する質問回答書をいう。以下同じ。）に従
い、日本国の法令を遵守し、契約を履行する
ものとする。 

２－６ （略） 
 
（関連工事の調整） 
第14条 （略） 
 
（請負代金内訳書及び工程表） 
第15条 （略） 
 
（権利義務の譲渡等） 
第16条 （略） 
２ 受注者は、工事目的物、工事材料（工場製
品を含む。以下同じ。）のうち第25条第２項
による検査に合格したもの及び第50条第３項
による部分払のための確認を受けたもの並び
に工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又
は抵当権その他の担保の目的に供してはなら
ない。ただし、あらかじめ、企業長の承諾を
得た場合は、この限りでない。 

３－４ （略） 
 
（一括委任又は一括下請負の禁止） 
第17条 （略） 
 
（下請負代金額等の通知） 
第18条 （略） 
 
（下請負人の健康保険等加入義務等） 
第19条 （略） 
 
（特許権等の使用） 



第18条 （略） 
 
（監督職員） 
第19条 （略） 
 
（現場代理人及び主任技術者等） 
第20条 （略） 
２ 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現
場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、
請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の
請求及び受領、第22条第１項の請求の受理、
同条第３項の決定及び通知、同条第４項の請
求、同条第５項の通知の受理並びに契約の解
除に係る権限を除き、契約に基づく受注者の
一切の権限を行使することができる。 

３－７ （略） 
 

（履行報告） 
第21条 （略） 
 
（工事関係者に関する措置請求） 

第22条 （略） 
 
（工事材料の品質及び検査等） 
第23条 （略） 
 
（監督職員の立会い及び工事記録の整備等） 
第24条 （略） 
 
（支給材料及び貸与品） 
第25条 （略） 
 
（工事用地の確保等） 
第26条 （略） 
 
（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検
査等） 

第27条 （略） 
２ 監督職員は、受注者が第23条第２項又は第
24条第１項から第３項までの規定に違反した
場合において、必要があると認められるとき
は、工事の施工部分を破壊して検査すること
ができる。 

３－４ （略） 
 
（条件変更等） 
第28条 （略） 
 
（設計図書の変更） 
第29条 （略） 
 
（工事の中止） 
第30条 （略） 
 
（受注者の請求による工期の延長） 
第31条 受注者は、天候の不良、第13条に基づ

第20条 （略） 
 
（監督職員） 
第21条 （略） 
 
（現場代理人及び主任技術者等） 
第22条 （略） 
２ 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現
場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、
請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の
請求及び受領、第24条第１項の請求の受理、
同条第３項の決定及び通知、同条第４項の請
求、同条第５項の通知の受理並びに契約の解
除に係る権限を除き、契約に基づく受注者の
一切の権限を行使することができる。 

３－７ （略） 
 
（履行報告） 
第23条 （略） 
 
（工事関係者に関する措置請求） 
第24条 （略） 
 
（工事材料の品質及び検査等） 
第25条 （略） 
 
（監督職員の立会い及び工事記録の整備等） 
第26条 （略） 
 
（支給材料及び貸与品） 
第27条 （略） 
 
（工事用地の確保等） 
第28条 （略） 
 
（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検
査等） 

第29条 （略） 
２ 監督職員は、受注者が第25条第２項又は第
26条第１項から第３項までの規定に違反した
場合において、必要があると認められるとき
は、工事の施工部分を破壊して検査すること
ができる。 

３－４ （略） 
 
（条件変更等） 
第30条  （略） 
 
（設計図書の変更） 
第31条  （略） 
 
（工事の中止） 
第32条  （略） 
 
（受注者の請求による工期の延長） 
第33条 受注者は、天候の不良、第14条に基づ



く関連工事の調整への協力、その他受注者の
責めに帰すことができない事由により工期内
に工事を完成することができないときは、そ
の理由を明示した書面により、企業長に工期
の延長を請求することができる。 

２ （略） 
 
（企業長の請求による工期の短縮等） 
第32条 （略） 
 
（著しく短い工期の禁止） 
第32条の２ （略） 
 
（工期の変更方法） 
第33条 （略） 
２ 前項の協議開始の日については、企業長が
受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す
るものとする。ただし、企業長が工期の変更
事由が生じた日（第31条の場合にあっては企
業長が工期変更の請求を受けた日、第32条の
場合にあっては受注者が工期変更の請求を受
けた日）から７日以内に協議開始の日を通知
しない場合には、受注者は、協議開始の日を
定め、企業長に通知することができる。 

 

（請負代金額の変更方法等） 
第34条 （略） 
 
（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変
更） 

第35条 （略） 
 
（臨機の措置） 
第36条 （略） 
 
（一般的損害） 
第37条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物
又は工事材料について生じた損害その他工事
の施工に関して生じた損害（次条第１項若し
くは第２項又は第39条第１項の損害を除く。
）については、受注者がその費用を負担す
る。ただし、その損害（第58条第１項により
付された保険等により填補された部分を除
く。）のうち、企業長の責めに帰すべき事由
により生じたものについては、企業長が負担
するものとする。 

 
（第三者に及ぼした損害） 
第38条 工事の施工について第三者に損害を及
ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しな
ければならない。ただし、その損害（第58条
第１項により付された保険等により填補され
た部分を除く。以下本条において同じ。）の
うち、企業長の責めに帰すべき事由により生
じたものについては、企業長が負担するもの
とする。 

く関連工事の調整への協力、その他受注者の
責めに帰すことができない事由により工期内
に工事を完成することができないときは、そ
の理由を明示した書面により、企業長に工期
の延長を請求することができる。 

２ （略） 
 
（企業長の請求による工期の短縮等） 
第34条 （略） 
 
（著しく短い工期の禁止） 
第35条 （略） 
 
（工期の変更方法） 
第36条 （略） 
２ 前項の協議開始の日については、企業長が
受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す
るものとする。ただし、企業長が工期の変更
事由が生じた日（第33条の場合にあっては企
業長が工期変更の請求を受けた日、第34条の
場合にあっては受注者が工期変更の請求を受
けた日）から７日以内に協議開始の日を通知
しない場合には、受注者は、協議開始の日を
定め、企業長に通知することができる。 

 
（請負代金額の変更方法等） 
第37条 （略） 
 
（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変
更） 

第38条 （略） 
 
（臨機の措置） 
第39条 （略） 
 
（一般的損害） 
第40条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物
又は工事材料について生じた損害その他工事
の施工に関して生じた損害（次条第１項若し
くは第２項又は第42条第１項の損害を除く。
）については、受注者がその費用を負担す
る。ただし、その損害（第68条第１項により
付された保険等により填補された部分を除
く。）のうち、企業長の責めに帰すべき事由
により生じたものについては、企業長が負担
するものとする。 

 
（第三者に及ぼした損害） 
第41条 工事の施工について第三者に損害を及
ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しな
ければならない。ただし、その損害（第68条
第１項により付された保険等により填補され
た部分を除く。以下本条において同じ。）の
うち、企業長の責めに帰すべき事由により生
じたものについては、企業長が負担するもの
とする。 



２－３ （略） 
 
（不可抗力による損害） 
第39条 （略） 
２ 企業長は、前項による通知を受けたとき、
直ちに調査を行い、同項の損害（受注者が善
良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく
もの及び第58条第１項により付された保険等
により填補された部分を除く。以下本条にお
いて「損害」という。）の状況を確認し、そ
の結果を受注者に通知しなければならない。 

３ （略） 
４ 企業長は、前項により受注者から損害によ
る費用の負担の請求があったとき、当該損害
の額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬
入済みの工事材料若しくは建設機械器具であ
って、第23条第２項、第24条第１項若しくは
第２項又は第47条第３項の検査、立会いその
他受注者の工事に関する記録等により確認す
ることができるものに係る額に限る。）及び
当該損害の取り片付けに要する費用の額の合
計額（第６項において「損害合計額」とい
う。）のうち、請負代金額の100分の１を超え
る額を負担するものとする。 

５－６ （略） 
 
（請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 
第40条 企業長は、第18条、第25条、第27条か
ら第32条まで、第35条から第37条まで、前条
又は第43条により請負代金額を増額すべき場
合又は費用を負担すべき場合において、特別
の理由があるときは、請負代金額の増加額又
は費用の負担額の全部又は一部に代えて設計
図書を変更することができる。この場合にお
いて、設計図書の変更内容は、企業長及び受
注者が協議して定める。ただし、協議開始の
日から14日（企業長があらかじめ定める場合
は、その日数）以内に協議が整わない場合に
は、企業長が定め、受注者に通知するものと
する。 

２ （略） 
 
（検査及び引渡し） 
第41条 （略） 
 
（請負代金の支払） 
第42条 （略） 
 
（部分使用） 
第43条 第41条第４項又は第５項による引渡し
前においても、企業長は、工事目的物の全部
又は一部を受注者の承諾を得て使用すること
ができる。 

２－３ （略） 
 
（前金払及び中間前金払） 

２－３ （略） 
 
（不可抗力による損害） 
第42条 （略） 
２ 企業長は、前項による通知を受けたとき、
直ちに調査を行い、同項の損害（受注者が善
良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく
もの及び第68条第１項により付された保険等
により填補された部分を除く。以下本条にお
いて「損害」という。）の状況を確認し、そ
の結果を受注者に通知しなければならない。 

３ （略） 
４ 企業長は、前項により受注者から損害によ
る費用の負担の請求があったとき、当該損害
の額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬
入済みの工事材料若しくは建設機械器具であ
って、第25条第２項、第26条第１項若しくは
第２項又は第50条第３項の検査、立会いその
他受注者の工事に関する記録等により確認す
ることができるものに係る額に限る。）及び
当該損害の取り片付けに要する費用の額の合
計額（第６項において「損害合計額」とい
う。）のうち、請負代金額の100分の１を超え
る額を負担するものとする。 

５－６ （略） 
 
（請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 
第43条 企業長は、第20条、第27条、第29条か
ら第34条まで、第38条から第40条まで、前条
又は第42条により請負代金額を増額すべき場
合又は費用を負担すべき場合において、特別
の理由があるときは、請負代金額の増加額又
は費用の負担額の全部又は一部に代えて設計
図書を変更することができる。この場合にお
いて、設計図書の変更内容は、企業長及び受
注者が協議して定める。ただし、協議開始の
日から14日（企業長があらかじめ定める場合
は、その日数）以内に協議が整わない場合に
は、企業長が定め、受注者に通知するものと
する。 

２ （略） 
 
（検査及び引渡し） 
第44条 （略） 
 
（請負代金の支払） 
第45条 （略） 
 
（部分使用） 
第46条 第44条第４項又は第５項による引渡し
前においても、企業長は、工事目的物の全部
又は一部を受注者の承諾を得て使用すること
ができる。 

２－３ （略） 
 
（前金払及び中間前金払） 



第44条 （略） 
２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄
託に代えて、電磁的方法であって、当該保証
契約の相手方たる保証事業会社が定め、企業
長が認めた措置を講ずることができる。この
場合において、受注者は、当該保証証書を寄
託したものとみなす。 

３－５ （略） 
６ 受注者は、請負代金額が著しく増額された
場合において、その増額後の請負代金額の10
分の４（中間前払金の支払を受けているとき
は10分の６）から受領済みの前払金額（中間
前払金の支払を受けているときは、中間前払
金額を含む。次項及び次条において同じ。）
を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払
金（中間前払金の支払を受けているときは、
中間前払金を含む。以下本条から第46条まで
において同じ。）の支払を請求することがで
きる。この場合において、第３項を準用す
る。 

７－９ （略） 
10 企業長は、受注者が第７項の期間内に超過
額を返還しなかったとき、その未返還額につ
き、同項の期間を経過した日から返還をする
日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防
止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第
８条第１項により財務大臣が決定した率（以
下「支払遅延防止法の率」という。）を乗じ
て計算した遅延利息の額の支払を請求するこ
とができる。 

11 ２以上の会計年度にわたる工事に係る前払
金の請求、支払方法等については、第１項及
び第６項から第９項にかかわらず、別に企業
長が定めるところによる。 

12 受注者が一般競争入札又は指名競争入札に
おいて調査基準価格を下回る価格で申込みを
した者のうち企業長が必要と認めた者である
ときの第１項、第６項、第７項及び第８項の
規定の適用については、第１項中「10分の４
以内」とあるのは「10分の２以内」と、第６
項中「10分の４（中間前払金の支払を受けて
いるときは10分の６）」とあるのは「10分の
２（中間前払金の支払を受けているときは10
分の４）」と、第７項中「10分の５（中間前
払金の支払を受けているときは10分の６）」
とあるのは「10分の３（中間前払金の支払を
受けているときは10分の４）」と、第８項中
「10分の５（中間前払金の支払を受けている
ときは10分の６）」とあるのは「10分の３（
中間前払金の支払を受けているときは10分の
４）」とする。 

 

（保証契約の変更） 
第45条 受注者は、前条第６項により受領済み
の前払金に追加して、さらに前払金の支払を
請求する場合、あらかじめ、保証契約を変更

第47条 （略） 
 
 
 
 
 
 
２－４ （略） 
５ 受注者は、請負代金額が著しく増額された
場合において、その増額後の請負代金額の10
分の４（中間前払金の支払を受けているとき
は10分の６）から受領済みの前払金額（中間
前払金の支払を受けているときは、中間前払
金額を含む。次項及び次条において同じ。）
を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払
金（中間前払金の支払を受けているときは、
中間前払金を含む。以下本条から第49条まで
において同じ。）の支払を請求することがで
きる。この場合において、第２項を準用す
る。 

６－８ （略） 
９ 企業長は、受注者が第６項の期間内に超過
額を返還しなかったとき、その未返還額につ
き、同項の期間を経過した日から返還をする
日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防
止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第
８条第１項により財務大臣が決定した率（以
下「支払遅延防止法の率」という。）を乗じ
て計算した遅延利息の額の支払を請求するこ
とができる。 

10 ２以上の会計年度にわたる工事に係る前払
金の請求、支払方法等については、第１項及
び第５項から第８項にかかわらず、別に企業
長が定めるところによる。 

11 受注者が一般競争入札又は指名競争入札に
おいて調査基準価格を下回る価格で申込みを
した者のうち企業長が必要と認めた者である
ときの第１項、第５項、第６項及び第７項の
規定の適用については、第１項中「10分の４
以内」とあるのは「10分の２以内」と、第５
項中「10分の４（中間前払金の支払を受けて
いるときは10分の６）」とあるのは「10分の
２（中間前払金の支払を受けているときは10
分の４）」と、第６項中「10分の５（中間前
払金の支払を受けているときは10分の６）」
とあるのは「10分の３（中間前払金の支払を
受けているときは10分の４）」と、第７項中
「10分の５（中間前払金の支払を受けている
ときは10分の６）」とあるのは「10分の３（
中間前払金の支払を受けているときは10分の
４）」とする。 

 
（保証契約の変更） 
第48条 受注者は、前条第５項により受領済み
の前払金に追加して、さらに前払金の支払を
請求する場合、あらかじめ、保証契約を変更



し、変更後の保証証書を企業長に寄託しなけ
ればならない。 

２ （略） 
３ 受注者は、第１項又は第２項の規定による
保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であっ
て、当該保証契約の相手方たる保証事業会社
が定め、企業長が認めた措置を講ずることが
できる。この場合において、受注者は、当該
保証証書を寄託したものとみなす。 

４ （略） 
 
（前払金の使用等） 
第46条 （略） 
 
（部分払） 
第47条 受注者は、工事の完成前に、出来形部
分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び
製造工場等にある工場製品（第23条第２項に
より監督職員の検査を要するものにあっては
当該検査に合格したもの、監督職員の検査を
要しないものにあっては設計図書で部分払の
対象とすることを指定したものに限る。）に
相応する請負代金相当額の10分の９以内の額
について、次項から第７項までに定めるとこ
ろにより部分払を請求することができる。た
だし、この請求は、月１回を超えることがで
きない。 

２－８ （略） 
 
（部分引渡し） 
第48条 工事目的物について、企業長が設計図
書において工事の完成に先立って引渡しを受
けるべきことを指定した部分（以下「指定部
分」という。）がある場合において、当該指
定部分の工事が完了したときの当該工事に係
る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支
払等については、第41条及び第42条の規定を
準用する。この場合において、第41条中「工
事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、
「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る
工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「
部分引渡しに係る請負代金」と、第42条中「
請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請
負代金」と読み替えるものとする。 

２ 前項により準用される第42条第１項により
請求することができる部分引渡しに係る請負
代金の額は、次の式により算定する。この場
合において、指定部分に相応する請負代金の
額は、企業長及び受注者が協議して定める。
ただし、企業長が前項により準用される第42
条第１項の請求を受けた日から14日（企業長
があらかじめ定める場合は、その日数）以内
に協議が整わない場合には、企業長が定め、
受注者に通知するものとする。 
部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分

に相応する請負代金の額×（１－前払金額／

し、変更後の保証証書を企業長に寄託しなけ
ればならない。 

２ （略） 
 
 
 
 
 
 
３ （略） 
 
（前払金の使用等） 
第49条  （略） 
 
（部分払） 
第50条 受注者は、工事の完成前に、出来形部
分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び
製造工場等にある工場製品（第25条第２項に
より監督職員の検査を要するものにあっては
当該検査に合格したもの、監督職員の検査を
要しないものにあっては設計図書で部分払の
対象とすることを指定したものに限る。）に
相応する請負代金相当額の10分の９以内の額
について、次項から第７項までに定めるとこ
ろにより部分払を請求することができる。た
だし、この請求は、月１回を超えることがで
きない。 

２－８ （略） 
 
（部分引渡し） 
第51条 工事目的物について、企業長が設計図
書において工事の完成に先立って引渡しを受
けるべきことを指定した部分（以下「指定部
分」という。）がある場合において、当該指
定部分の工事が完了したときの当該工事に係
る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支
払等については、第44条及び第45条の規定を
準用する。この場合において、第44条中「工
事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、
「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る
工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「
部分引渡しに係る請負代金」と、第45条中「
請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請
負代金」と読み替えるものとする。 

２ 前項により準用される第45条第１項により
請求することができる部分引渡しに係る請負
代金の額は、次の式により算定する。この場
合において、指定部分に相応する請負代金の
額は、企業長及び受注者が協議して定める。
ただし、企業長が前項により準用される第45
条第１項の請求を受けた日から14日（企業長
があらかじめ定める場合は、その日数）以内
に協議が整わない場合には、企業長が定め、
受注者に通知するものとする。 

部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相
応する請負代金の額×（１－前払金額／請負



請負代金額） 
 

（第三者による代理受領） 
第49条 （略） 
２ 前項により受注者が第三者を代理人とした
場合において、企業長は、受注者の提出する
支払請求書に当該第三者が受注者の代理人で
ある旨の明記がなされているときは、当該第
三者に対して第42条（前条において準用する
場合を含む。）又は第47条の規定に基づく支
払をするものとする。 

 
（前払金等の不払に対する工事中止） 
第50条 企業長が第44条、第47条又は第48条に
おいて準用される第42条に基づく支払を遅延
し、相当の期間を定めてその支払を請求した
にもかかわらず支払をしないときは、受注者
は、工事の全部又は一部の施工を一時中止す
ることができる。この場合において、受注者
は、その理由を明示した書面により、直ちに
その旨を企業長に通知しなければならない。 

２ （略） 
 
（契約不適合責任） 
第51条 （略） 
 
第52条 削除 
 
（公共工事履行保証証券による保証の請求） 
第53条 第10条第１項又は第11条第１項により
契約による債務の履行を保証する公共工事履
行保証証券による保証が付された場合におい
て、受注者が次条各号又は第54条の３第１項
各号のいずれかに該当するときは、企業長
は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づ
き、保証人に対して、他の建設業者を選定
し、工事を完成させるよう請求することがで
きる。 

２ （略） 
⑴－⑷ （略） 
⑸ その他契約に係る一切の権利及び義務(第
38条により受注者が施工した工事に関して
生じた第三者への損害賠償債務を除く。) 

３－４ （略） 
 
（企業長の催告による解除権） 
第54条 （略） 

⑴ 第15条第４項の書類を提出せず、又は虚
偽の記載をしてこれを提出したとき。 

⑵・⑶ （略） 
⑷ 第20条第１項第２号に掲げる者を設置し
なかったとき。 

⑸ 正当な理由なく、第51条第１項の履行の
追完がなされないとき。 

⑹ （略） 
 

代金額） 
 
（第三者による代理受領） 
第52条  （略） 
２ 前項により受注者が第三者を代理人とした
場合において、企業長は、受注者の提出する
支払請求書に当該第三者が受注者の代理人で
ある旨の明記がなされているときは、当該第
三者に対して第45条（前条において準用する
場合を含む。）又は第50条の規定に基づく支
払をするものとする。 

 
（前払金等の不払に対する工事中止） 
第53条 企業長が第47条、第50条又は第51条に
おいて準用される第45条に基づく支払を遅延
し、相当の期間を定めてその支払を請求した
にもかかわらず支払をしないときは、受注者
は、工事の全部又は一部の施工を一時中止す
ることができる。この場合において、受注者
は、その理由を明示した書面により、直ちに
その旨を企業長に通知しなければならない。 

２ （略） 
 
（契約不適合責任） 
第54条 （略） 
 
 
 
（公共工事履行保証証券による保証の請求） 
第55条 第11条第１項又は第12条第１項により
契約による債務の履行を保証する公共工事履
行保証証券による保証が付された場合におい
て、受注者が次条各号又は第58条第１項各号
のいずれかに該当するときは、企業長は、当
該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保
証人に対して、他の建設業者を選定し、工事
を完成させるよう請求することができる。 

 
２ （略） 

⑴－⑷ （略） 
⑸ その他契約に係る一切の権利及び義務(第
41条により受注者が施工した工事に関して
生じた第三者への損害賠償債務を除く。) 

３－４ （略） 
 
（企業長の催告による解除権） 
第56条 （略） 

⑴ 第16条第４項の書類を提出せず、又は虚
偽の記載をしてこれを提出したとき。 

⑵・⑶ （略） 
⑷ 第22条第１項第２号に掲げる者を設置し
なかったとき。 

⑸ 正当な理由なく、第54条第１項の履行の
追完がなされないとき。 

⑹ （略） 
 



第54条の２ 削除 
 
（企業長の催告によらない解除権） 
第54条の３ （略） 

⑴ 受注者（共同企業体にあっては、その構
成員を含む。以下本項及び次項並びに次条
第１項において同じ。）が、私的独占の禁
止及び公正取引の確保に関する法律（昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」とい
う。）第49条に規定する排除措置命令（以
下この号及び次項において単に「排除措置
命令」という。）を受け、当該排除措置命
令が確定したとき。 

⑵・⑶ （略） 
⑷ 第15条第１項に違反して請負代金債権を
譲渡したとき。 

⑸ 第15条第４項に違反して譲渡により得た
資金を当該工事の施工以外に使用したと
き。 

⑹－⑾ （略） 
⑿ 第56条又は第56条の２によらないで契約
の解除を申し出たとき。 

２ （略） 
 
第54条の４ （略） 
 

（企業長の任意解除権） 
第55条 企業長は、工事が完成するまでの間
は、第54条、第54条の３及び前条によるほ
か、必要があるときは、契約を解除すること
ができる。 

 
（受注者の催告による解除権） 
第56条 （略） 
 
（受注者の催告によらない解除権） 
第56条の２ （略） 

⑴ 第29条により設計図書を変更したため請
負代金が３分の２以上減少したとき。 

⑵ 第30条による工事の施工の中止期間が工
期の10分の５（工期の10分の５が６箇月を
超えるときは、６箇月）を超えたとき。た
だし、中止が工事の一部のみの場合は、そ
の一部を除いた他の部分の工事が完了した
後、３箇月を経過しても、なおその中止が
解除されないとき。 

 
（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解
除の制限） 

第56条の３ 第56条又は前条各号に定める場合
が受注者の責めに帰すべき事由によるもので
あるときは、受注者は、前２条による契約の
解除をすることができない。 

 
（解除に伴う措置） 
第57条 （略） 

 
 
（企業長の催告によらない解除権） 
第57条 （略） 

⑴ 受注者（共同企業体にあっては、その構
成員を含む。以下本項及び次項並びに次条
第１項において同じ。）が、私的独占の禁
止及び公正取引の確保に関する法律（昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」とい
う。）第52条に規定する排除措置命令（以
下この号及び次項において単に「排除措置
命令」という。）を受け、当該排除措置命
令が確定したとき。 

⑵・⑶ （略） 
⑷ 第16条第１項に違反して請負代金債権を
譲渡したとき。 

⑸ 第16条第４項に違反して譲渡により得た
資金を当該工事の施工以外に使用したと
き。 

⑹－⑾ （略） 
⑿ 第60条又は第61条によらないで契約の解
除を申し出たとき。 

２ （略） 
 
第58条 （略） 
 
（企業長の任意解除権） 
第59条 企業長は、工事が完成するまでの間
は、第56条、第57条及び前条によるほか、必
要があるときは、契約を解除することができ
る。 

 
（受注者の催告による解除権） 
第60条 （略） 
 
（受注者の催告によらない解除権） 
第61条  （略） 

⑴ 第31条により設計図書を変更したため請
負代金が３分の２以上減少したとき。 

⑵ 第32条による工事の施工の中止期間が工
期の10分の５（工期の10分の５が６箇月を
超えるときは、６箇月）を超えたとき。た
だし、中止が工事の一部のみの場合は、そ
の一部を除いた他の部分の工事が完了した
後、３箇月を経過しても、なおその中止が
解除されないとき。 

 
（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解
除の制限） 

第62条 第60条又は前条各号に定める場合が受
注者の責めに帰すべき事由によるものである
ときは、受注者は、前２条による契約の解除
をすることができない。 

 
（解除に伴う措置） 
第63条 （略） 



２ （略） 
３ 第１項において、第44条による前払金又は
中間前払金があったときは、当該前払金の額
及び中間前払金の額（第47条による部分払を
しているときは、その部分払において償却し
た前払金及び中間前払金の額を控除した額）
を同項前段の出来形部分に相応する請負代金
額から控除する。この場合において、受領済
みの前払金額及び中間前払金額になお余剰が
あるときは、受注者は、解除が第54条、第54
条の３、第54条の４又は第57条の３第４項に
よるときにあっては、その余剰額に前払金又
は中間前払金の支払の日から返還の日までの
日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計
算した利息を付した額を、解除が第55条から
第56条の２によるときにあっては、その余剰
額を企業長に返還しなければならない。 

４－７ （略） 
８ 第４項前段及び第５項前段の受注者の採る
べき措置の期限、方法等については、契約の
解除が第54条、第54条の３、第54条の４又は
第57条の３第４項によるときは、企業長が定
め、第55条から第56条の２によるときは、受
注者が企業長の意見を聴いて定めるものと
し、第４項後段、第５項後段及び第６項の受
注者の採るべき措置の期限、方法等について
は、企業長が受注者の意見を聴いて定めるも
のとする。 

９ （略） 
 

（損害金の予定） 
第57条の２ 第54条の３第１項第１号から第３
号まで及び第２項により契約を解除すること
ができる場合において、企業長は、契約を解
除するか否かにかかわらず、請負代金額の10
分の２に相当する額の損害金を企業長が指定
する期間内に支払うよう受注者に請求するも
のとする。 

２ （略） 
３ 前２項は、第41条第４項から第６項により
工事目的物の引渡しを受けた後も適用される
ものとする。 

４ （略） 
 
（企業長の損害賠償請求等） 
第57条の３ （略） 
⑴・⑵ （略） 
⑶ 第54条、第54条の３又は第54条の４によ
り、工事目的物の完成後に契約が解除され
たとき。 

⑷ （略） 
２ （略） 

⑴ 第54条又は第54条の３第１項第４号から
第12号により工事目的物の完成前に契約が
解除されたとき。 

⑵ （略） 

２ （略） 
３ 第１項において、第47条による前払金又は
中間前払金があったときは、当該前払金の額
及び中間前払金の額（第50条による部分払を
しているときは、その部分払において償却し
た前払金及び中間前払金の額を控除した額）
を同項前段の出来形部分に相応する請負代金
額から控除する。この場合において、受領済
みの前払金額及び中間前払金額になお余剰が
あるときは、受注者は、解除が第56条から第
58条又は第65条第４項によるときにあって
は、その余剰額に前払金又は中間前払金の支
払の日から返還の日までの日数に応じ、支払
遅延防止法の率を乗じて計算した利息を付し
た額を、解除が第60条から第64条によるとき
にあっては、その余剰額を企業長に返還しな
ければならない。 

４－７ （略） 
８ 第４項前段及び第５項前段の受注者の採る
べき措置の期限、方法等については、契約の
解除が第56条から第58条又は第65条第４項に
よるときは、企業長が定め、第59条から第61
条によるときは、受注者が企業長の意見を聴
いて定めるものとし、第４項後段、第５項後
段及び第６項の受注者の採るべき措置の期
限、方法等については、企業長が受注者の意
見を聴いて定めるものとする。 

 
９ （略） 
 
（損害金の予定） 
第64条 第57条第１項第１号から第３号まで及
び第２項により契約を解除することができる
場合において、企業長は、契約を解除するか
否かにかかわらず、請負代金額の10分の２に
相当する額の損害金を企業長が指定する期間
内に支払うよう受注者に請求するものとす
る。 

２ （略） 
３ 前２項は、第44条第４項から第６項により
工事目的物の引渡しを受けた後も適用される
ものとする。 

４ （略） 
 
（企業長の損害賠償請求等） 
第65条 （略） 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 第 56 条から第 58 条により、工事目

的物の完成後に契約が解除されたと

き。 
⑷ （略） 

２ （略） 
⑴ 第56条又は第57条第１項第４号から第12
号により工事目的物の完成前に契約が解除
されたとき。 

⑵ （略） 



３ 第54条の３第１項第１号から第３号若しく
は第２項又は第54条の４により契約を解除し
たとき、受注者は、第１項の損害賠償に代え
て、請負代金額の10分の１に相当する額を違
約金として企業長の指定する期間内に支払わ
なければならない。 

４－６ （略） 
７ 第２項又は第３項の場合において、第10条
により契約保証金の納付又はこれに代わる担
保の提供が行われているときは、企業長は、
当該契約保証金又は担保をもって第２項又は
第３項の違約金に充当することができる。 

 
（受注者の損害賠償請求等） 
第57条の４ （略） 

⑴ 第55条、第56条又は第56条の２により契
約が解除されたとき。 

⑵ （略） 
２ 企業長の責めに帰すべき事由により、第42
条第２項（第48条において準用する場合を含
む。）による請負代金の支払が遅れた場合に
おいては、受注者は、未受領金額につき、遅
延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて
計算した額の遅延利息の支払を企業長に請求
することができる。 

 

（契約不適合責任期間等） 
第57条の５ 企業長は、引き渡された工事目的
物に関し、第41条第４項又は第５項（第48条
においてこれらの規定を準用する場合を含
む。）による引渡し（以下この条において単
に「引渡し」という。）を受けた日から２年
以内でなければ、契約不適合を理由とした履
行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減
額の請求又は契約の解除（以下この条におい
て「請求等」という。）をすることができな
い。 

２－10 （略） 
 
（火災保険等） 
第58条 （略） 
 
（賠償金等の徴収） 
第59条 （略） 
 
（あっせん又は調停） 
第60条 （略） 
２ 前項にかかわらず、現場代理人の職務の執
行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術
者その他受注者が工事を施工するために使用
している下請負人、労働者等の工事の施工又
は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執
行に関する紛争については、第22条第３項に
より受注者が決定を行った後若しくは同条第
５項により企業長が決定を行った後、又は企
業長若しくは受注者が決定を行わずに同条第

３ 第57条第１項第１号から第３号若しくは第
２項又は第58条により契約を解除したとき、
受注者は、第１項の損害賠償に代えて、請負
代金額の10分の１に相当する額を違約金とし
て企業長の指定する期間内に支払わなければ
ならない。 

４－６ （略） 
７ 第２項又は第３項の場合において、第11条
により契約保証金の納付又はこれに代わる担
保の提供が行われているときは、企業長は、
当該契約保証金又は担保をもって第２項又は
第３項の違約金に充当することができる。 

 
（受注者の損害賠償請求等） 
第66条 （略） 

⑴ 第59条から第61条により契約が解除され
たとき。 

⑵  （略） 
２ 企業長の責めに帰すべき事由により、第45
条第２項（第51条において準用する場合を含
む。）による請負代金の支払が遅れた場合に
おいては、受注者は、未受領金額につき、遅
延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて
計算した額の遅延利息の支払を企業長に請求
することができる。 

 
（契約不適合責任期間等） 
第67条 企業長は、引き渡された工事目的物に
関し、第44条第４項又は第５項（第51条にお
いてこれらの規定を準用する場合を含む。）
による引渡し（以下この条において単に「引
渡し」という。）を受けた日から２年以内で
なければ、契約不適合を理由とした履行の追
完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請
求又は契約の解除（以下この条において「請
求等」という。）をすることができない。 

 
２－10 （略） 
 
（火災保険等） 
第68条 （略） 
 
（賠償金等の徴収） 
第69条 （略） 
 
（あっせん又は調停） 
第70条 （略） 
２ 前項にかかわらず、現場代理人の職務の執
行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術
者その他受注者が工事を施工するために使用
している下請負人、労働者等の工事の施工又
は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執
行に関する紛争については、第24条第３項に
より受注者が決定を行った後若しくは同条第
５項により企業長が決定を行った後、又は企
業長若しくは受注者が決定を行わずに同条第



３項若しくは第５項の期間が経過した後でな
ければ、企業長及び受注者は前項のあっせん
又は調停を請求することができない。 

 
（仲裁） 
第61条 （略） 
 
（適用除外） 
第62条 （略） 

⑴ 工事１件の請負対象設計金額が200万円未
満であること。 

⑵・⑶ （略） 
 
（実施規定） 
第63条 （略） 
 

附 則 
１ （略） 
（経過措置） 
２ （略） 
３ 広島県水道広域連合企業団水道事業等の設
置等に関する条例（令和５年広島県水道広域
連合企業団条例第１号）第５条第３項に規定
する地方機関（広島水道事務所を除く。）が
執行する工事については、令和８年３月31日
までの間、法令その他別に定めのあるものを
除くほか、構成団体（広島県を除く。）の建
設工事執行規則等をこの規程とみなして適用
する。 

４ （略） 
 
別記様式第１号（第９条関係） 
（略） 
 
別記様式第２号（第９条関係） 
（略） 

３項若しくは第５項の期間が経過した後でな
ければ、企業長及び受注者は前項のあっせん
又は調停を請求することができない。 

 
（仲裁） 
第71条 （略） 
 
（適用除外） 
第72条 （略） 

⑴ 工事１件の請負対象設計金額が100万円未
満であること。 

⑵・⑶ （略） 
 
（実施規定） 
第73条 （略） 
 

附 則 
１ （略） 
（経過措置） 
２ （略） 
３ 広島県水道広域連合企業団水道事業等の設
置等に関する条例（令和５年広島県水道広域
連合企業団条例第１号）第５条第３項に規定
する地方機関（広島水道事務所を除く。）が
執行する工事については、当分の間、法令そ
の他別に定めのあるものを除くほか、構成団
体（広島県を除く。）の建設工事執行規則等
をこの規程とみなして適用する。 

 
４ （略） 
 
別記様式第１号（第10条関係） 
（略） 
 
別記様式第２号（第10条関係） 
（略） 

  

附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


